
「医療と経済」大阪大学の寄付講座のディスカッション

「医療と経済」大阪大学の寄付講座のディスカッション。民間病院、公立病院の経営改革の教科書

をつくる。

「民間病院は持ち株制度があるが、非営利が原則で配当も禁止だが、持分に相続税、贈与税がし

っかりかかる。国は持分無しへ誘導しているが、資金がかかる。また、消費税が仕入れにかかるが、

患者に転化できない。病院が直接金融できるように診療報酬の債権化、土地リートのファイナンスを

検討。また、介護の報酬削減と待遇改善の両立は、4月末に大問題が起こる。」
「公立病院は予算、人事権のない院長－単なる管理者。事務方もプロパーがいない。経営責任が

ない組織構造に問題」

「大阪の主要病院の患者に共通カードを持ってもらいビッグデータを活用。検査や投薬の重複を避

けるだけでも大幅な医療費の抑制が可能」

錦秀会 藪本理事長、成人病センター 佐古院長、府立病院機構 遠山先生の鋭い問題提起。


